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雇用調整助成金 

 円高の影響を受けた事業主に対する特例を設定 
 

 
 
昨今の急激な円高により、厚生労働省は円高の影響を受けた事業主に対して雇用調整助成金の特例

を次のように設けました。 
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【現行の生産量等要件】 

 
経済上の理由により、最近 3 ヵ月

の生産量、売上高等がその直前の 
3 ヵ月または前年同期と比べ、原

則として 5％以上減少しているこ

と。 

【円高の影響を受けた 

       事業主に対する特例】 

 
★円高の影響を受けた事業主で、 

・最近 1ヵ月の生産量、売上高等がその直

前の 1ヵ月または前年同期と比べ、原則

として 5％以上減少していること。 

 

・最近 1 ヵ月の生産量等がその直前の 1ヵ

月または前年同期と比べ原則として 5％

以上減少する見込みである事業所も対

象。（支給決定の際に実際に減少していな

かった場合は、支給対象外となる。） 

 
★雇用調整助成金を利用する対象期間の初

日が 2011 年 10 月 7 日以降であること。 

円高の影響とは？ 
 

・円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少 

・円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少 

・円高の影響による外国人観光客の減少 

等を想定しています。 

具体的には、雇用調整助成金等の計画届提出の際「事業活動の状況に関する申出書」に、円高の影響につい

て記述が必要です。 

また、「円高の影響による内需の冷え込みのため生産量が減少」等、円高の影響が明確に説明できないものに

ついては対象になりません。 


